
 

自転車用ヘルメットの着用で命を守ろう！ 

最大２０００円 
 

自転車用ヘルメットの購入費を 

日高市に住民登録がある 

① 児童（未就学児と小学生） 

② 生徒（中学生と高校生） 

③ 高齢者（６５歳以上の方） 
 ３，５００円×１/２＝１，７５０円   

 ５０円は切り捨て ⇒ １、７００円が補助対象 

 

日高市危機管理課交通政策室 

電話番号 042-989-2111  メールアドレス kikikanri@city.hidaka.lg.jp 

 

詳しくはホームページまで⇒ 

※購入後 2カ月以内の手続きが必要です 

例：＜購入金額＞3，5００円の場合 

 

補
助 

・補助対象者 ・補助金額 

100 円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額とします 

 

※各区分で一回ずつ申請ができます 

・必要書類 

 
・ヘルメット購入費補助金交付申請書（裏面） 

・ヘルメットの領収書（レシートでも可）の写し 

・ヘルメットの保証書の写し（実物の写真でも可） 

・学生証の写し（高校生のみ） 

・問い合わせ先 

 

自転車事故で亡くなられた方の約５割が頭部に致命傷を負っています 


